
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展募集要項 

１．開催目的 昭和４３年の佐久市工業展から始まり今年で５５回目を迎える「さく市」。2030 年の達成すべき   
「持続可能な開発目標(SDGs）」を見据え、出展各企業・団体が新しい商品やサービスを広く発信する
ことで「佐久から持続可能で多様性のある社会の実現」を提案していきます。 
また、出展企業の PR と人材確保に繋げます。 

 
２．出展範囲 
 ◇佐久市内の企業及びその他市町村の企業で自社ＰＲ、自社製品・商品展示・即売を行おうとするもので、主催者が

認めたもの。 
◇開催目的に賛同し趣旨に沿ったオリジナリティー豊かな自社（自店）商品や開発品、サービス（佐久のものづくり
や住環境、食文化、流通サービス、交通運輸、情報技術などあらゆる業種）で、その他主催者が認めたもの。 

 
３．出展経費等   ※以下料金は全て税込みとなります。 

①１コマあたりの出展料 
  会 員 … 展示関係＝３，０００円 物販・サービス＝５，０００円 飲食関係＝７，０００円 
  ※非会員は出展できません。しかし、主催者が認めた場合はこの限りではありません。 

 
・屋内での出展の場合は、間口１８０ｃｍ×奥行１２０ｃｍを１コマとします。 
・屋外での出展の場合は、間口３６０ｃｍ×奥行２７０ｃｍ（2 間×1.5 間）を１コマ、 
 間口５４０ｃｍ×奥行３６０ｃｍ（3 間×2 間）を２コマとします。 
・移動販売車の場合は、軽自動車 1 台で１コマ、普通車以上は１台で２コマとします。 

 
③屋外での出展の場合、テントについては原則、出展者でご用意ください。どうしてもご用意ができない場合は 
有料(実費)となります。（テント借用料（ウェイト込み）:2 間×1.5 間:9,000 円、3 間×2 間:11,000 円） 

 
④展示・売場のディスプレー等の費用は出展者負担となります。また準備・撤収は必ず出展者で対応してください。
ご協力いただけない場合は費用負担（出不足金:3,000 円）をお願いします。 

 
⑤電気を使用する場合、１００Ｖ（１,０００Ｗ）のコンセント１個まで無料。使用電気容量が１,０００W を超える
場合には１,０００W 加算ごとに２,０００円となります。三相２００Ｖ使用の場合、あらかじめ申し出てください。 
※使用電気容量については必ずご確認ください 
特に電子レンジ、ホットプレート、湯沸しポット、保温器、冷凍庫、冷蔵庫など熱量の高い調理器具等をご利用さ
れる場合は必ず明記してください。 

 
⑥搬入・搬出にかかる経費等は、出展者負担となります。 
 
⑦机（Ｈ７０㎝×Ｗ１８０㎝×Ｄ４５㎝）は１コマにつき１卓まで無料。それ以上必要とする場合は１卓ごとに 
１,０００円となります。イス賃借の場合は１脚につき２００円となります。 

 
⑧社名板作成代 
木製社名板（H６０cm×W３０cm）は１枚３,０００円となります（これまでに作成した社名板をそのまま使用
する場合は無料）。ＣＰパネル製（Ｈ３０ｃｍ×Ｗ９０ｃｍ）は１枚に付き２，０００円となります。 
なお、出展者が自ら社名板を用意する場合は無料です。 

 
 

 次のページもご確認ください  

 

 
■会 期 令和 5 年 9月 30日(土)～10 月１日(日)〈2 日間〉 

開 会 式：30 日(土) … 午前 9 時 30 分～ 
開催時間：30 日(土) … 午前 10 時～午後 4 時 30 分 

  1 日(日) … 午前 19 時～午後 3 時 30 分 
 
■会 場 駒場公園、長野県佐久創造館、佐久市立近代美術館、 

佐久市立中央図書館、家畜改良センター茨城牧場長野支場 
 
■主 催 佐久市、佐久商工会議所 
 
■併 催 2023 環境フェア in 佐久、SAKU メッセ 2023 
     トラックの日ふれあいフェスティバル 
 
■後 援 臼田町商工会、佐久市望月商工会、浅科商工会、 

(一社)佐久法人会、(一社)佐久法人会佐久市支部 

※左記の間口以下

の場合も経費は

同様とします。 

いい買い物が未来を変える。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出展申込書」「誓約書(出展申込書裏)」にご記入のうえ、 

出展料を添えてお申込みください。 
 

 
４．商品等の管理保全 

商品等出展物及び什器・備品等は出展者の責任において管理、保全してください。主催者は盗難破損等の賠償の責
を負いません。但し、警備保障会社等による夜間の屋外会場の巡回警備は実施いたします。 

 
 
５．売場開設準備と片付け等 
①営業上必要とする什器、備品、テーブルクロス等は出展者が準備してください。 
②食品販売や飲食等、許認可を必要とする業種は必ず事前に許認可を受けてください。主催者側での許認可取得は行
いません。 

③搬入・陳列は９月２９日(金) 午前９時～正午（屋内出展企業）、午後１時～４時（屋外出展企業）、３０日(土)午前
７時～午前８時３０分（時間厳守）までの予定です。混雑が予想されますので時間を指定させていただく場合があ
ります。 

④搬出は１０月１日(日) 午後３時３０分～午後５時および１０月２日(月)午前９時～正午（時間厳守）までに済ま  
せてください。 

 
 
６．出展の申込み 

出展希望者は、本会報折込の「出展申込書」「誓約書」に必要事項を漏れなく記入し、令和５年７月 14 日（金）
までに商工会議所事務局へ出展料を添えてお申込みください。振込みの場合は、下記口座に振り込んでください。 

【振込先】八十二銀行 佐久市役所出張所 

普通預金 №３０２５３ 佐久商工会議所（振込み手数料は、ご負担ください。） 

 
７．売場の調整  ・コマのスペースや位置等は調整させていただく場合があります。 
 
 
８．出展の取消等 ・過去に佐久市、佐久商工会議所のイベント等において、過失等を起こした者は、一切出展を認め

ません。 
・出展の権利譲渡は認めません。権利譲渡が判明した場合は、出展を取消します。 

 
 
９．開催イベント ・会期中随時開催いたします。（詳細は出展者会議において発表いたします）    
 
 
10．ゴミの取扱について 
出展や販売に伴い発生したゴミ(販売したものも含む)につきましては、必ず出展者が店の前（横）にゴミ箱を設置を
して持帰り処分してください。また会期中、お客様が気持ちよく買物ができるよう、コマ周囲の清掃にもご配慮くだ
さい。 

 
 
 
11．アンケートへのご協力について 

出展者の皆様に会期中の売上・効果等のアンケートをお願いしますので、ご協力をお願いいたします。 
 
 
12．そ の 他 
  出展にかかわるご質問等ございましたら、佐久商工会議所(℡62-2520)までお問合せください。 


